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医療を取り巻く環境

病院の運営

病院の再編にかかる運営上の課題



1 医療を取り巻く環境



• 65歳以上人口は2042年まで増加する一方で、総人口は2050年には9,000万人を割り込む

• 2065年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上となる見込み

日本の高齢化の推移と将来推計

1.医療を取り巻く環境

出所：内閣府 「令和3年版高齢社会白書」

4

高齢化率は2025年

に30%を超えさらに

上昇を続ける

前期高齢者はすで

にピークを迎えている

一方で、後期高齢

者は2030年まで増

加し、その後一定の

ボリュームで推移

これまでの治す医療より

も支える医療・看取る

医療ニーズが増加
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医療ニーズの増大とともにマンパワーの不足も懸念されている

医療に必要なマンパワーの将来シミュレーション

1.医療を取り巻く環境

出所：厚生労働省 「2040年に向けたマンパワーのシミュレーション」
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• 高齢化の進展には地域差があり、首都圏をはじめとする都市部を中心に高齢者数が増加

• 一方で、既に人口減少が始まっている都道府県もあり、地域差が大きい

高齢者数増加の地域差

1.医療を取り巻く環境

出所：国勢調査（平成22年）、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成24年1月）
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• 2年に1度の診療報酬改定について、近年は診療報酬本体ではわずかにプラス、全体ではマイナス

改定が続いている

診療報酬改定率推移

1.医療を取り巻く環境

出所：厚生労働省診療報酬改定について
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2 病院の運営
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医療経営の構造

2.病院の運営

出所：公益社団法人全日本病院協会 「病院のあり方に関する報告書 2011年版」

患者だけではなく関係

するステークホルダーが

多い

（連携医療機関や

地元医師会も重要）

診療の中心となる医師は大学からの

派遣・ローテの対象であることが多い

（特に公立病院）

法定の各種委員会や

業績管理のための運

営委員会へは組織の

各部門から参加

看護部は病院の最大組織
（病棟・外来・手術室等）
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病院の収支構造

2.病院の運営

外来収益

給与費

外来診療単価

外来患者数

医業収支

医業収益

医業費用

入院収益 新入院患者

在院日数

材料費

その他医業費用

入院診療単価

入院患者数

委託費

救急

紹介初診患者

需要

変化

需要

変化

• 医師のみならず、看護師や薬剤師等の専門職に加え、看護

補助者や調理員等の支援人材の確保も困難を極めている

• 保険診療は非課税であるが、医薬品や診療材料費等は課

税対象（診療報酬上乗せ）

• 病院事業では医療機器や施設整備など一定の投資が必要

（建築単価は継続して上昇）

• 医事や清掃、警備、施設管理等の委託業者側でも人材不

足が発生（委託人件費の上昇圧力）

上昇余地は

限定的

上昇圧力が

多く存在

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
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【急性期】一般病院の収支構造の例

2.病院の運営

外来収益

71 百万円

給与費

131 百万円

（53.1％）

外来診療単価

16,769 円/日

外来患者数

344 人/日

医業収支
▲14 百万円

医業収益

246 百万円

医業費用

260 百万円

入院収益

168 百万円

新入院患者

14 人/日

在院日数

14.8 日

材料費

71 百万円

（29％）

入院診療単価

55,400 円/日

入院患者数

230 人/日

救急

38 件/

日

地域医療

支援病院
一般病院の患者数および診療単価

出所：一般社団法人日本公私病院連盟令和元年「病院経営実態調査報告」

初診患者数

35 人/日

（）内は対医業収益費用比率

地域医療支援病院の100床あたり収益費用額

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
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【急性期】一般病院の収支構造（病床規模別）

2.病院の運営

外来収益

給与費

外来診療単価

外来患者数
医業収支

医業収益

医業費用

入院収益

材料費

入院診療単価

入院患者数

一般病院の100床あたり収益費用額・患者数・診療単価

出所：一般社団法人日本公私病院連盟令和元年「病院経営実態調査報告」
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15,000
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https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
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• 回復期の収益規模は急性期の約半分、慢性期は回復期の約半分

• 機能によって費用規模も同じく減少するが、対医業収益給与費比率は大きくなる

【回復期】ケアミックス病院の収支構造の例 【慢性期】療養病院の収支構造の例

2.病院の運営

療養病棟とそれ以外の病棟を有する病院の

100床あたり収益費用額

出所：一般社団法人日本公私病院連盟令和元年「病院経営実態調査報告」

外来収益

35 百万円

医業収支
▲12 百万円

医業収益

127 百万円

入院収益

85 百万円

給与費

80 百万円

（63.2％）医業費用

139 百万円 材料費

27 百万円

（21.3 ％）

療養病棟のみの病院の100床あたり収益費用額

外来収益

8 百万円

医業収支
▲6 百万円

医業収益

62 百万円

入院収益

52 百万円

給与費

47 百万円

（75.6％）医業費用

67 百万円 材料費

5 百万円

（8.8％）
（）内は対医業収益費用比率

高い病床利用率

とともにリハビリ等

にの収益

在院日数が長く

さらに高い

病床利用率

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
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• 黒字の病院は全体で7割にとどまり、特に自治体病院は約半数が医業収支レベルで赤字

• 公立病院改革により自治体病院の経営は改善傾向にあるものの、繰入後の経常収支レベルでも多くが赤字

病院種別・開設者別黒字病院割合 自治体病院の経営状況の推移

2.病院の運営

*1 全体：精神科病院を含む

*2 合計：社会保険関係団体やその他公的病院を含む

出所：厚生労働省平成30年度病院経営管理指標報告書
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0%
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医業利益率

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632645.pdf
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• 急性期病院では、多くの人員を擁する一方で収益規模も大きいため給与費比率の水準は低い水準となる

• また、急性期病院では、多くの医薬品や診療材料を使用するため材料費比率は高い水準となる

対医業収益給与費比率 対医業収益材料費比率

2.病院の運営

出所：一般社団法人日本公私病院連盟令和元年「病院経営実態調査報告」

48%

57%
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56%
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60%
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【急性期】

地域医療支援病院

【回復期】

療養病棟とそれ以外

の病棟を有する病院

【慢性期】

療養病棟のみの病院

一般病院

200床未満規模

一般病院

300～399床規模

一般病院

500～599床規模

黒字病院

赤字病院
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10%

14%

24%
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0% 20% 40%

【回復期】

療養病棟とそれ以外
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一般病院

200床未満規模
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療養病棟のみの病院

一般病院

300～399床規模

一般病院

500～599床規模

黒字病院

赤字病院
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• 自治体病院では看護師の配置が厚く、医療法人では医療技術員(パラメディカル)や事務職員の配置が厚い

• また、病床規模が大きいほど、医師や看護師は手厚い配置となる傾向がある

一般病院

開設者別100床あたり職種別職員数 病床規模別100床あたり職種別職員数

2.病院の運営

出所：一般社団法人日本公私病院連盟令和元年「病院経営実態調査報告」
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看護補助者

薬剤師

医療技術員

医師

（人）

看護師

事務職員

総数

199床未満

300-399床

500-599床



17

• 給与月額は、最も高い水準にある医師については医療法人が高い一方で、医師以外の職種については自治

体病院の方が高い水準にある

一般病院

開設者別職種別常勤平均月額給与

2.病院の運営

出所：一般社団法人日本公私病院連盟令和元年「病院経営実態調査報告」

病床規模別100床あたり薬品費

1,259

328
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287

284
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388

1,124

388
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326
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看護師

（千円）

医療技術員

医師

薬剤師

事務職員

看護補助者

医療法人

自治体

0 5,000 10,000 15,000
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注射
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3,600投薬
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8,900

5,400

199床未満
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委託実施病院の委託費内訳

15%

15%

13%

10%8%

35%

管理委託

医療事務

清掃

保守点検

4%

患者食事

検査

その他

委託業者の

人件費単価

も近年上昇
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2.病院の運営

出所：厚生労働省第30回地域医療構想に関するワーキンググループ



19

2.病院の運営

出所：厚生労働省第30回地域医療構想に関するワーキンググループ
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公立病院の経営形態

2.病院の運営

経営形態 主な根拠法 主なメリット 主なデメリット

地方公営企

業法全部適

用

地方厚生企

業法の規定に

基づく

•専任の事業管理者に、職員の人事・給与面など一定の

権限が付与され、機動的・弾力的な運営が可能

•予算の議決や決算の認定を受けるため、議会の意向が

病院運営に反映される

•人事、給与、労務管理業務を病院で行うことになり、人

件費が増大する

地方独立行

政法人

地方独立行

政法人法の

規定に基づく

•理事長に病院経営に関する権限が与えられ、職員の任

命や多様な雇用形態・人事配置、給与体系の見直し

など自律的な運営ができる

•柔軟かつ迅速な組織・人事管理や弾力的な予算執行

が可能になり機動性・効率性に優れている

•外部機関から評価を受けるため、事業の透明性が確保

できる

•新たな人事制度の導入や会計基準の変更に伴う人事

給与・財務会計システム構築などに多額の初期費用が

必要

•役員、会計監査人報酬、評価委員会の設置、管理部

門の拡充などに伴う経常経費が増加する

指定管理者

制度

地方自治法

の規定に基づ

く

•民間事業者の経営ノウハウやネットワークを活用した質の

高いサービスの提供や効率的な運営が期待できる

•柔軟かつ迅速な組織・人事管理や弾力的な予算執行

が可能になり、機動性・効率性に優れている

•新規もしくは継続での引受先がない場合が想定される

•契約期間中に指定管理者の破綻等の理由で業務の継

続が困難になる場合がある

•指定管理者の経営が優先される可能性がある

民間譲渡 N/A •民間事業者の経営ノウハウやネットワークを活用した質の

高いサービスの提供や効率的な運営が期待できる

•適切な民間事業者の選定と、民間事業者との譲渡条

件のすり合わせが必要

•業務の継続が困難になった場合、他の法人への経営譲

渡や廃院の可能性がある

地域医療連

携推進法人

医療法の一

部を改正する

法律の規定に

基づく

•開設主体に関係なく、現行の経営形態を維持したまま、

法人に参加することができる

•参加法人間での病床融通が可能

•介護事業を行う非営利法人の参画も可能

•原則1社員1議決権なので、参加法人単独による迅速

な判断ができない

•地域の医療機関からの参加法人間の患者囲い込みが

懸念される
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地域医療連携推進法人

2.病院の運営

出所：厚生労働省地域医療連携推進法人制度について

医療需要の減少によって存

亡の危機に陥る可能性の

ある病院も多く存在

資本の供用が可能

強固な協調・連携

例）

 日本海ヘルスケアネット

 はりま姫路総合医療セ

ンター整備推進機構



3 病院の再編にかかる運営上の課題
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再編の主なパターン 1/3

3.病院の再編にかかる運営上の課題

パターン1：

急性期＋急性期⇒急性期

パターン2-1：

急性期＋急性期以外⇒急性期を含む複数機能

パターン2-2：

急性期＋急性期を含む複数機能⇒急性期を含む複数機能

兵庫県立

姫路循環器病C

（330床）

製鉄記念

広畑病院

（392床）

県立はりま姫路総合医療C

（仮称）（736床）

公立玉名

中央病院

（302床）

玉名地域

保健医療C

（150床）

くまもと県北病院

（402床）

渋川市立

渋川総合病院

（154床）

国立病院機構

西群馬病院

（380床）

救命救急センターを持つ拠点病院同士の統合により

医師確保や医療の高度化を目指す

急性期病院と地域包括ケア・慢性期病院の統合により

急性期から後方支援まで担う地域完結型病院を目指す

救急・災害を担う急性期病院とがん拠点・重症心身障害児療育の

急性期～慢性期病院の統合により基幹病院を目指す

主に急性期機能を有する病院

急性期以外の病院

急性期を含む複数機能を有する病院

国立病院機構渋川医療C

（450床）

統合

統合 統合

出所：兵庫県および

各病院ホームページ

出所：くまもと県北病院ホームページ 出所：国立病院機構渋川医療センターホームページ
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再編の主なパターン 2/3

3.病院の再編にかかる運営上の課題

パターン3：

急性期＋急性期⇒急性期＋急性期

鳥取県立中央病院

（431床）

鳥取赤十字病院

（438床）

鳥取県立中央病院

（518床）

鳥取県立中央病院を高度医療を担う中核病院（500床以上）として機能強化を図り、

鳥取赤十字病院は必要な病床再編と機能分担に協力

鳥取赤十字病院

（350床）

再編 主に急性期機能を有する病院

急性期以外の病院

急性期を含む複数機能を有する病院

出所：鳥取県東部保健医療圏の医療の高度化に向けた病々連携の推進に関する協定書、鳥取県立中央病院機能強化基本構想、各病院ホームページ

 100名超の医師を擁する山陰の

大規模・中核病院として、高度

な急性期医療を提供

 脳卒中センター、心臓病セン

ター、がんセンター、地域周産期

母子医療センター

 かかりつけの延長線上にある受診し

やすい医療機関

 食道・胃・大腸等を専門とする内

視鏡センター、リウマチセンター、頭

頸部外科センタ、ー口腔ケアセン

ター、健診センター

 鳥取赤十字病院が88床減床

 87床を県立中央病院へ
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再編の主なパターン 3/3

3.病院の再編にかかる運営上の課題

パターン4-1：

急性期＋急性期以外⇒急性期＋急性期以外

パターン4-2：

急性期を含む複数機能＋急性期を含む複数機能

⇒急性期を含む複数機能＋急性期を含む複数機能

米沢市立病院

（322床）

三友堂病院

（185床）

急性期病院と回復期寄りの病院の同一敷地内での再編によ

り、

急性期から後方支援まで担う地域完結型病院を目指す

舞鶴医療C

（399床）

米沢市立病院

（263床）

三友堂病院

（199床）

三友堂リハビリテー

ションC（120床）
舞鶴赤十字病院

（198床）

舞鶴共済病院

（320床）

舞鶴市民病院

（198床）

舞鶴医療C

（310床）

舞鶴赤十字病院

（198床）

舞鶴共済病院

（310床）

舞鶴市民病院

（100床）

各病院が有する特徴的な機能、特色ある診療科を生かし

疾患別センターへの特化を図るとともに、病院間の連携を強化

再編
(統合含む)

再編

主に急性期機能を有する病院

急性期以外の病院

急性期を含む複数機能を有する病院

出所：米沢市立病院ホームページ 出所：中丹地域医療再生計画修正、舞鶴地域医療推進協議会ホームページ

 脳卒中センター、

周産期サブセン

ター

 H28年7月完了

 循環器センター

 H26年12月完

了

 リハビリセンター

 H27年3月完了

 療養特化

 H26年4月完了

 新病院で高度急性

期・急性期を担う

 2病院を1病院に統合

 米沢市立と同一敷地内に新病院

を新設し回復期・慢性期を担う
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過去の公立病院の再編事例の主な類型

3.病院の再編にかかる運営上の課題

A. 統合再編

C. 再編

類型 設置主体

公立－公立
（同一設置者）

公立－公立
（異なる設置者）

民間移譲

公立－公的

公立－公立・公的・民間

公立－公立・公的

同一設置者（自治体等）による公立２病院間の統合

概要

公立－民間

公的－公的・民間

B. 再編・統合

異なる設置者（自治体等）による公立２病院間の統合

公立病院と公的病院による2病院間の統合

公立病院と民間病院による2病院間の統合

公的病院間もしくは公的病院と民間病院による2病院間の統合

公立病院と民間病院間による病院の統合を含む再編

公立病院の民間医療機関への移譲

公立病院を中心とする複数病院による医療機能の再編
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医療提供体制を検討する際に必要となる多角的な視点

3.病院の再編にかかる運営上の課題

地域において

将来にわたり持続可能

な医療提供体制

都道府県

保健医療計画

医療計画の

見直し

住民・議会の

理解

医師の働き方

改革の推進

医師確保

計画

外来医療

計画

公立病院改革プラン・

公的医療機関等2025プ

ラン

都道府県

地域医療構想・

構想区域調整会議

• 医師にみでなく看護師やセラピストな

ど他職種の人材確保の視点も必要

• 地元医師会や地

域の民間病院の

理解が必要

• 過去のあり方検

討等の経緯との

整合が必要

• 新興感染症への対応

• 医療提供を継続するための再

編であり、住民の不利益となら

ないことを理解してもらう必要

• 場合によっては、街づくりと絡め

た大きな絵を描く必要
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再編統合時の一般的な労働条件の主な検討課題

3.病院の再編にかかる運営上の課題

現状分析 基本方針 制度設計 各種規程・移行準備

 給与の変更による現給保障の考え方

 異なる給与制度・水準の病院が再編統合する際、再編統合後の給与制度の設計によっては制度上、給料が下がる場合があり一定

の調整が必要となる

 調整に際しては、多くの事例で統合時点の給料（・手当）の現給保障を実施している。

 退職金の考え方

 退職金計算における在職年数は、原則引き継ぐ（通算）ケースが多い

 意向調査の実施

 労働条件等の調整・変更に関して、職員に十分な説明のうえ、意向調査を実施するケースが多く、2~3回程度実施している

主な論点と事例

対象病院間の労働条件等を比較

分析

 職員数（年齢・等級・職種等）

 等級・報酬、規程等の運用状況

 給与手当・退職金水準の相違点

 総人件費、各項目別支給実績等

 締結・届出が必要な協定等の整理

統合の基本方針を検討・決定

 統合後の人員数、配置等

 統合における労働条件の考え方

 経営形態との整合性

 給与制度の方向性

（いずれか病院の制度に準拠等）

 現給保障の考え方

 検討スケジュール

等級・評価・報酬の基幹制度設計

 等級制度の設計

 職種区分、等級数・定義、役職

 役職区分、昇降格ルール等

 評価制度の設計

 評価方法、結果の反映方法等

 報酬制度の設計

 職種別給料表、手当等

 賞与・退職金のルール、試算

 移行試算、移行調整の検討等

各種規程整備などの移行準備

 就業規則、各種規程の作成

 雇用契約の締結、36協定等必要な

協定等の締結・届出

 労働条件通知など

 給与システムの整備

職員説明会・意向調査、組合協議など
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再編統合時の財務面で検討が必要となる主な課題

再編統合時の
残債務の解消

再編統合時に既存病院に債務がある場合、その債務の処理方法の検討が必要となる

開設主体が自治体の場合には、繰入による解消や一般会計等へ引継ぎ（付け替え）が想定される。

開設主体が自治体以外の場合は、現在の開設主体がそのまま引き継ぐケースや、土地・建物等の売却資金による清算など
が想定される。再編統合の類型により対応が異なるが、十分な検討が必要となる。

特に、地方独立行政法人化する場合には、業務を実施するために必要な資本金その他の財産的な基礎（地方独立行政
法人法第6条）が求められるため、多額の累積債務を抱え債務超過状態に陥っている場合、そのままでは地方独立行政法
人に移行できない可能性がある。そのため、開設主体に債務を残す、または開設主体から金銭出資を行うといった手法によ
り債務超過状態を解消する必要がある。

再編統合に向けた
過渡期の経営悪化

への対応

再編統合に向けた過渡期において、診療機能の転換や病床の段階的な削減による経営への影響を検討しておく必要がある

再編統合の最終形に至るまでの過渡期においては、計画的な診療機能の縮小や段階的な病床の削減を行う場合もある。
経営の悪化・資金不足が発生することも想定されるため、必要な資金・財源を試算し、確保しておく必要がある。

再編統合後に適用
される会計基準への

対応

再編統合後の経営形態により適用される会計基準に向けた対応方法を検討しておく必要がある

再編統合後の法人形態により適用される会計基準や財務的な要件が異なる点に留意が必要となる。退職給付引当金の
計上方法や時価評価など、会計基準の差異の影響が大きい場合には、その対応方法について検討が必要となる。

施設整備・運営に
係る費用負担割合

隣接自治体病院間の再編統合により新病院を整備する場合などでは、施設整備・運営に係る負担金の調整が必要となる

公立病院間の再編統合の場合（県と市、隣接自治体間など）、新病院の整備に係る費用、開院後の運営に係る費用
について、その負担割合（病床割、人口割、利用者割、立地割など）について慎重な協議が必要となる。

3.病院の再編にかかる運営上の課題


